
令和８年度生徒指導自立支援員募集要項 

 

姫路市教育委員会 

 

姫路市では、小・中・義務教育学校において、個に応じた指導や多面的な児童生徒理解に基づく指

導などの取組を進めるため、生徒指導自立支援員を配置します。 

教育職員免許状や臨床心理士等の専門的な知識・技術をもち、配置校管理職指導のもと、教職員等

と協働していただける方を募集します。 

 

１ 募集について 

 ⑴ 募集人数 

   若干名 

  

⑵ 応募資格 

   次の要件をすべて満たす成人 

  ア 教育職員免許状、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者

またはスクールソーシャルワーカー経験者、元警察官、児童生徒に関わるボランティア経

験者等、過去に学校教育に関する仕事を経験した者。 

  イ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条のいずれにも該当しない。 

  

 

 

 

 

 

 

  

⑶ 業務内容 

   管理職・教職員等と連携し、概ね次の職務に従事する。 

ア 当該学級・学校への学習指導補助及び教育活動補助・支援 

イ 配置校長の指示により必要と認められる活動 

ウ 市教育委員会が指定する活動 

  

⑷ 任用期間 

   当該年度３月末日までを限度とし、いずれも配置校長と市教育委員会が協議し、決定する。 

 

⑸ 勤務場所 

   姫路市教育委員会が指定する市立学校 

 

 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条（欠格条項） 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者  

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊 

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者  



２ 勤務条件等 

 ⑴ 身分 

   地方公務員法第２２条の２第１項第１号のパートタイムの会計年度任用職員として任用され

る。 

 ⑵ 勤務時間・日数 

   １週間あたり２０時間、ただし、１日７時間までとする。勤務時間及び勤務日数については

配置校長と生徒指導自立支援員が協議し、決定する。 

 ⑶ 報酬 

   時給１，４３０円 

※なお、６月以上の任用期間がある場合は、本市の規定に基づき期末手当及び勤勉手当を支     

給する。 

 ⑷ その他 

  ア 本市の規定に基づき通勤手当に相当する費用を支給する。 

  イ 本市の規定に基づき年次有給休暇・特別休暇等が付与される。 

ウ 各種保険（雇用・労災）に加入する。 

 

３ 応募について 

 ⑴ 応募書類 

① 生徒指導自立支援員登録申込書 

② 教育職員免許状等の資格取得を証明する書類 

   ※①に必要事項を記入し、②と合わせて下記受付へ持参ください。（郵送不可） 

   ※②の資格取得見込み者は、取得後速やかに下記受付に郵送してください。 

※本書類は返却しません。 

   ※本書類に記載された個人情報は、姫路市個人情報保護条例に基づき適正に管理すると 

ともに、本事業以外の目的では使用しません。 

 ⑵ 受付期間・時間 

   随時（平日：９時００分～１７時００分） 

 ⑶ 受付場所 

   姫路市教育委員会 学校指導課 

   〒６７０－８５０１ 

   姫路市安田四丁目１番地 北別館６階 

   電話 ０７９－２２１－２７７１ 

 

４ 任用までの流れ 

 ⑴ 姫路市教育委員会が、生徒指導自立支援員登録申込書をもとに書類審査を行い、適任者を 

生徒指導自立支援員名簿に登録します。なお、審査結果は随時郵送にて通知します。 

 ⑵ 名簿登録者の中から必要に応じて面接及び聴取を行い、任用を決定します。 

 

 


